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   世田谷区立学校管理運営規則の一部を改正する規則 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年３月２４日 

 

 

 

（提出者）        

世田谷区教育委員会 

教育長 知久 孝之 

 

（提案説明） 

 学校教育法の改正により、児童・生徒の教育をつかさどり、及び命を受けて当

該学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教

諭の職が創設される。これを踏まえ、東京都において都の公立学校に置く主任教

諭を学校教育法上の主務教諭に位置付ける東京都立学校の管理運営に関する規則

の改正を行うことにあわせて、世田谷区立学校管理運営規則の改正を行う必要が

あるため、本案を提出する。 
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世田谷区立学校管理運営規則の一部を改正する規則 

世田谷区立学校管理運営規則（昭和５３年９月世田谷区教育委員会規則第７号）の

一部を次のように改正する。 

第４条の次に次の１条を加える。 

（主任教諭及び主任養護教諭） 

第４条の２ 幼稚園に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任

教諭を置くことができる。 

２ 幼稚園に、特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として、主任養護

教諭を置くことができる。 

第５条中「、第１２条」を削る。 

第１２条を次のように改める。 

（主務教諭等） 

第１２条 小・中学校に、主務教諭を置くことができる。 

２ 主務教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、及び命を受けて小・中学校の教

育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。 

３ 主務教諭の職名は、主任教諭とする。 

４ 小・中学校の実情に照らし必要があると認めるときは、児童又は生徒の養護をつ

かさどり、及び命を受けて小・中学校の教育活動に関し教諭その他の職員間におけ

る総合的な調整を行う主務教諭を置くことができる。 

５ 第３項の規定にかかわらず、前項に規定する主務教諭の職名は、主任養護教諭と

する。 

６ 小・中学校の実情に照らし必要があると認めるときは、児童又は生徒の栄養の指

導及び管理をつかさどり、並びに命を受けて小・中学校の教育活動に関し教諭その

他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くことができる。 

７ 第３項の規定にかかわらず、前項に規定する主務教諭の職名は、主任栄養教諭と

する。 

 第１３条中「主幹教諭」を「主幹教諭又は教育活動に関し教諭その他の職員間にお

ける総合的な調整を行う主務教諭」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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世田谷区立学校管理運営規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○世田谷区立学校管理運営規則 ○世田谷区立学校管理運営規則 

昭和53年９月30日世教委規則第７号 昭和53年９月30日世教委規則第７号 

改正 改正 

昭和59年３月31日世教委規則第２号 昭和59年３月31日世教委規則第２号 

平成４年３月25日世教委規則第４号 平成４年３月25日世教委規則第４号 

平成10年９月24日世教委規則第11号 平成10年９月24日世教委規則第11号 

平成11年３月24日世教委規則第11号 平成11年３月24日世教委規則第11号 

平成12年３月31日世教委規則第６号 平成12年３月31日世教委規則第６号 

平成13年９月28日世教委規則第21号 平成13年９月28日世教委規則第21号 

平成13年12月26日世教委規則第22号 平成13年12月26日世教委規則第22号 

平成14年４月24日世教委規則第16号 平成14年４月24日世教委規則第16号 

平成17年１月28日世教委規則第２号 平成17年１月28日世教委規則第２号 

平成18年３月17日世教委規則第８号 平成18年３月17日世教委規則第８号 

平成19年７月27日世教委規則第15号 平成19年７月27日世教委規則第15号 

平成20年３月14日世教委規則第４号 平成20年３月14日世教委規則第４号 

平成20年８月15日世教委規則第25号 平成20年８月15日世教委規則第25号 

平成23年３月31日世教委規則第１号 平成23年３月31日世教委規則第１号 

平成24年３月30日世教委規則第４号 平成24年３月30日世教委規則第４号 

平成26年３月28日世教委規則第６号 平成26年３月28日世教委規則第６号 

平成27年３月27日世教委規則第14号 平成27年３月27日世教委規則第14号 

平成29年11月17日世教委規則第16号 平成29年11月17日世教委規則第16号 

令和２年１月31日世教委規則第２号 令和２年１月31日世教委規則第２号 

令和２年３月24日世教委規則第12号 令和２年３月24日世教委規則第12号 

令和３年３月29日世教委規則第７号 令和３年３月29日世教委規則第７号 

令和５年１月27日世教委規則第２号 令和５年１月27日世教委規則第２号 

世田谷区立学校管理運営規則 世田谷区立学校管理運営規則 
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改正後 改正前 

目次 目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 幼稚園（第３条―第５条） 第２章 幼稚園（第３条―第５条） 

第３章 小学校及び中学校（第６条―第39条） 第３章 小学校及び中学校（第６条―第39条） 

第４章 雑則（第40条） 第４章 雑則（第40条） 

付則 付則 

第１章 総則 第１章 総則 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和31年法律第162号）第33条の規定に基づき、世田谷区立幼稚園、小

学校及び中学校（以下「学校」という。）の管理運営に関し、必要な

事項を定めることを目的とする。 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和31年法律第162号）第33条の規定に基づき、世田谷区立幼稚園、小

学校及び中学校（以下「学校」という。）の管理運営に関し、必要な

事項を定めることを目的とする。 

（任務） （任務） 

第２条 校長（園長を含む。）及び職員は、この規則及び他の法令等の

定めるところに従い、適正にして円滑な学校の管理運営に努めなけ

ればならない。 

第２条 校長（園長を含む。）及び職員は、この規則及び他の法令等の

定めるところに従い、適正にして円滑な学校の管理運営に努めなけ

ればならない。 

第２章 幼稚園 第２章 幼稚園 

（届出を要する教材） （届出を要する教材） 

第３条 園長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材と

して継続使用する図書については、使用開始期日の14日前までに、

世田谷区教育委員会（以下「委員会」という。）に届け出なければな

らない。 

第３条 園長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材と

して継続使用する図書については、使用開始期日の14日前までに、

世田谷区教育委員会（以下「委員会」という。）に届け出なければな

らない。 

（管理運営規則） （管理運営規則） 

第４条 幼稚園の管理運営に必要な事項については、この章に定める

もののほか、世田谷区立幼稚園管理運営規則（昭和41年３月世田谷

区教育委員会規則第７号）の定めるところによるものとする。 

第４条 幼稚園の管理運営に必要な事項については、この章に定める

もののほか、世田谷区立幼稚園管理運営規則（昭和41年３月世田谷

区教育委員会規則第７号）の定めるところによるものとする。 

（主任教諭及び主任養護教諭） （新設） 

第４条の２ 幼稚園に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の 

4



3/17 

改正後 改正前 

職として、主任教諭を置くことができる。 

２ 幼稚園に、特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職と

して、主任養護教諭を置くことができる。 

（新設） 

（準用規定） （準用規定） 

第５条 第７条、第21条、第22条、第29条、第30条、第32条、第33条及

び第38条の規定は、幼稚園に準用する。この場合において、第21条及

び第22条中「校長」とあるのは「園長」と、第30条第１項中「第24条」

とあるのは「世田谷区立幼稚園管理運営規則第７条」と、第38条第１

項第１号中「学校沿革誌」とあるのは「幼稚園沿革誌」と、同項第２

号中「卒業証書授与台帳」とあるのは「修了証書授与台帳」と読み替

えるものとする。 

第５条 第７条、、第12条、第21条、第22条、第29条、第30条、第32条、

第33条及び第38条の規定は、幼稚園に準用する。この場合において、

第21条及び第22条中「校長」とあるのは「園長」と、第30条第１項中

「第24条」とあるのは「世田谷区立幼稚園管理運営規則第７条」と、

第38条第１項第１号中「学校沿革誌」とあるのは「幼稚園沿革誌」

と、同項第２号中「卒業証書授与台帳」とあるのは「修了証書授与台

帳」と読み替えるものとする。 

第３章 小学校及び中学校 第３章 小学校及び中学校 

（学期及び休業日） （学期及び休業日） 

第６条 学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第29条第１項の規

定に基づく学期及び休業日は、次のとおりとする。 

第６条 学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第29条第１項の規

定に基づく学期及び休業日は、次のとおりとする。 

 区分 小学校及び中学校   区分 小学校及び中学校  

 学期 第１学期 ４月１日から８月31日まで   学期 第１学期 ４月１日から８月31日まで  

 第２学期 ９月１日から12月31日まで   第２学期 ９月１日から12月31日まで  

 第３学期 １月１日から３月31日まで   第３学期 １月１日から３月31日まで  

 休業日 夏季休業日 ７月21日から８月31日まで   休業日 夏季休業日 ７月21日から８月31日まで  

 冬季休業日 12月26日から１月７日まで   冬季休業日 12月26日から１月７日まで  

 春季休業日 ３月26日から４月５日まで   春季休業日 ３月26日から４月５日まで  

 上記以外の

休業日 

開校記念日   上記以外の

休業日 

開校記念日  

 都民の日条例（昭和27年東京都条例第75

号）第２条に規定する都民の日 

  都民の日条例（昭和27年東京都条例第75

号）第２条に規定する都民の日 

 

  その他委員会が定める日    その他委員会が定める日  

２ 休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、校

長は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸

２ 休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、校

長は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸
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改正後 改正前 

会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、

休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、あら

かじめ届け出ることをもって足りるものとする。 

会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、

休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、あら

かじめ届け出ることをもって足りるものとする。 

（臨時休業の報告） （臨時休業の報告） 

第７条 学校教育法施行規則（（昭和22年文部省令第11号。以下「施行規

則」という。）第63条及び同条を準用する施行規則第79条の規定によ

る臨時休業の報告書には、次の事項を記載しなければならない。 

第７条 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号。以下「施行規

則」という。）第63条及び同条を準用する施行規則第79条の規定によ

る臨時休業の報告書には、次の事項を記載しなければならない。 

(１) 臨時休業の期日 (１) 臨時休業の期日 

(２) 事由 (２) 事由 

(３) 措置 (３) 措置 

(４) 前３号に掲げるもののほか、参考となる事項 (４) 前３号に掲げるもののほか、参考となる事項 

（校長の職務） （校長の職務） 

第８条 学校教育法（（昭和22年法律第26号。以下「法」という。）第37

条第４項及び同項を準用する法第49条に規定する校長の職務は、お

おむね次のとおりとする。 

第８条 学校教育法（昭和22年法律第26号。以下「法」という。）第37

条第４項及び同項を準用する法第49条に規定する校長の職務は、お

おむね次のとおりとする。 

(１) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校

事務の管理に関すること。 

(１) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校

事務の管理に関すること。 

(２) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。 (２) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、職務上委任又は命令された事項

に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、職務上委任又は命令された事項

に関すること。 

２ 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。 ２ 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。 

（統括校長） （統括校長） 

第９条 小・中学校に、委員会が別に定める基準に基づき、特に重要か

つ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。 

第９条 小・中学校に、委員会が別に定める基準に基づき、特に重要か

つ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。 

（副校長の職務） （副校長の職務） 

第10条 小・中学校に副校長を置く。 第10条 小・中学校に副校長を置く。 

２ 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を

整理する。 

２ 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を

整理する。 
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改正後 改正前 

３ 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児

童又は生徒の教育をつかさどる。 

３ 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児

童又は生徒の教育をつかさどる。 

４ 副校長がつかさどる校務は、所属職員の服務に関する事務の一部

とし、その範囲は、委員会が別に定める。 

４ 副校長がつかさどる校務は、所属職員の服務に関する事務の一部

とし、その範囲は、委員会が別に定める。 

５ 法第37条第６項及び同項を準用する法第49条に規定する副校長が

校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。 

５ 法第37条第６項及び同項を準用する法第49条に規定する副校長が

校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。 

(１) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は

長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合 

(１) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は

長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合 

(２) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠

けた場合 

(２) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠

けた場合 

６ 前項の規定に基づき副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合

及びそれが終了した場合は、校長又は副校長は、委員会に報告しな

ければならない。 

６ 前項の規定に基づき副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合

及びそれが終了した場合は、校長又は副校長は、委員会に報告しな

ければならない。 

（主幹教諭） （主幹教諭） 

第11条 小・中学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のあるとき

は、これを置かないことができる。 

第11条 小・中学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のあるとき

は、これを置かないことができる。 

２ 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整

理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。 

２ 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整

理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。 

３ 主幹教諭は、担当する校務について、別に定める所属職員を監督

する。 

３ 主幹教諭は、担当する校務について、別に定める所属職員を監督

する。 

４ 主幹教諭が担当する校務の範囲は、委員会が別に定める基準に基

づき、校長が決定する。 

４ 主幹教諭が担当する校務の範囲は、委員会が別に定める基準に基

づき、校長が決定する。 

５ 校長は、前項の規定に基づき主幹教諭が担当する校務の範囲を決

定したときは、委員会に報告しなければならない。 

５ 校長は、前項の規定に基づき主幹教諭が担当する校務の範囲を決

定したときは、委員会に報告しなければならない。 

６ 小・中学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び

副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生

徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。 

６ 小・中学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び

副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生

徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。 

７ 小・中学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び７ 小・中学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び
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副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生

徒の栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができ

る。 

副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生

徒の栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができ

る。 

（指導教諭） （指導教諭） 

第11条の２ 小・中学校に指導教諭を置くことができる。 第11条の２ 小・中学校に指導教諭を置くことができる。 

２ 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その

他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及

び助言を行う。 

２ 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その

他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及

び助言を行う。 

（栄養教諭） （栄養教諭） 

第11条の３ 小・中学校に栄養教諭を置くことができる。 第11条の３ 小・中学校に栄養教諭を置くことができる。 

２ 栄養教諭は、児童又は生徒の食に関する指導及び学校給食の管理

をつかさどり、並びに食育リーダーの支援を行う。 

２ 栄養教諭は、児童又は生徒の食に関する指導及び学校給食の管理

をつかさどり、並びに食育リーダーの支援を行う。 

（主務教諭等） （主任教諭等） 

第12条 小・中学校に、主務教諭を置くことができる。 第12条 小・中学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の

職として、主任教諭を置くことができる。 

２ 主務教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、及び命を受けて

小・中学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な

調整を行う。 

（新設） 

３ 主務教諭の職名は、主任教諭とする。 （新設） 

４ 小・中学校の実情に照らし必要があると認めるときは、児童又

は生徒の養護をつかさどり、及び命を受けて小・中学校の教育活動

に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を

置くことができる。 

２ 小・中学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭

の職として、主任養護教諭を置くことができる。 

５ 第３項の規定にかかわらず、前項に規定する主務教諭の職名は、

主任養護教諭とする。 

（新設） 

６ 小・中学校の実情に照らし必要があると認めるときは、児童又は

生徒の栄養の指導及び管理をつかさどり、並びに命を受けて小・中

学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を

３ 小・中学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする栄養教諭の

職として、主任栄養教諭を置くことができる。 
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行う主務教諭を置くことができる。 

７ 第３項の規定にかかわらず、前項に規定する主務教諭の職名は、

主任栄養教諭とする。 

（新設） 

（主任） （主任） 

第13条 小・中学校に教務主任、生活指導主任、保健主任及び学年主任

を置く。ただし、これらの主任の担当する校務を整理する主幹教諭

又は教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行

う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらの主

任を置かないことができる。 

第13条 小・中学校に教務主任、生活指導主任、保健主任及び学年主任

を置く。ただし、これらの主任の担当する校務を整理する主幹教諭

を置くときその他特別の事情のあるときは、これらの主任を置かな

いことができる。 

２ 小学校に研究主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整

理する主幹教諭又は教育活動に関し教諭その他の職員間における総

合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるとき

は、これを置かないことができる。 

２ 小学校に研究主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整

理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを

置かないことができる。 

３ 中学校に進路指導主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務

を整理する主幹教諭又は教育活動に関し教諭その他の職員間におけ

る総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のある

ときは、これを置かないことができる。 

３ 中学校に進路指導主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務

を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、こ

れを置かないことができる。 

第14条 前条に規定する主任は、次の各号に掲げる主任ごとに、当

該各号に定める事項について企画、立案及び連絡調整に当たり、

必要に応じて指導、助言を行うものとする。 

第14条 前条に規定する主任は、次の各号に掲げる主任ごとに、当

該各号に定める事項について企画、立案及び連絡調整に当たり、

必要に応じて指導、助言を行うものとする。 

(１) 教務主任 教務に関する事項 (１) 教務主任 教務に関する事項 

(２) 生活指導主任 生活指導に関する事項 (２) 生活指導主任 生活指導に関する事項 

(３) 保健主任 保健に関する事項 (３) 保健主任 保健に関する事項 

(４) 学年主任 学年の教育活動に関する事項 (４) 学年主任 学年の教育活動に関する事項 

(５) 研究主任 研究活動に関する事項 (５) 研究主任 研究活動に関する事項 

(６) 進路指導主任 進路指導に関する事項 (６) 進路指導主任 進路指導に関する事項 

第15条 第13条第１項及び第３項に規定する主任は、当該学校の教

諭（保健主任については、養護教諭を含む。）の中から、校長の具

第15条 第13条第１項及び第３項に規定する主任は、当該学校の教

諭（保健主任については、養護教諭を含む。）の中から、校長の具
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申により、委員会が命ずる。ただし、特別の事情があるときは、指

導教諭の中から、校長の具申により、委員会が命ずることができ

る。 

申により、委員会が命ずる。ただし、特別の事情があるときは、指

導教諭の中から、校長の具申により、委員会が命ずることができ

る。 

２ 第13条第２項の研究主任は、当該学校の指導教諭又は教諭の中

から、校長の具申により、委員会が命ずる。 

２ 第13条第２項の研究主任は、当該学校の指導教諭又は教諭の中

から、校長の具申により、委員会が命ずる。 

３ 前２項に規定する主任の任期は、４月１日から翌年の３月31日

までとし、再任を妨げない。 

３ 前２項に規定する主任の任期は、４月１日から翌年の３月31日

までとし、再任を妨げない。 

第16条 校長は、第13条に規定する主任のほか、必要に応じ、校務を分

掌する主任等を置くことができる。 

第16条 校長は、第13条に規定する主任のほか、必要に応じ、校務を分

掌する主任等を置くことができる。 

２ 校長は、前項に規定する主任等を命じたとき、委員会に報告しな

ければならない。 

２ 校長は、前項に規定する主任等を命じたとき、委員会に報告しな

ければならない。 

３ 前条第３項の規定は、前２項に規定する主任等に準用する。 ３ 前条第３項の規定は、前２項に規定する主任等に準用する。 

（事務職員等の職名） （事務職員等の職名） 

第17条 市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法律第135号）第１条

に規定する事務職員及び学校栄養職員（以下「都費負担事務職員等」

という。）の職名は、職層名及び職務名による。 

第17条 市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法律第135号）第１条

に規定する事務職員及び学校栄養職員（以下「都費負担事務職員等」

という。）の職名は、職層名及び職務名による。 

２ 職層名は、主事とする。 ２ 職層名は、主事とする。 

３ 職務名は、別表のとおりとする。 ３ 職務名は、別表のとおりとする。 

（課長代理） （課長代理） 

第18条 小・中学校に課長代理（都費負担事務職員等に限る。）を置く

ことができる。 

第18条 小・中学校に課長代理（都費負担事務職員等に限る。）を置く

ことができる。 

２ 課長代理は、上司の命を受け、担任の事務を処理し、上司を補佐す

る。 

２ 課長代理は、上司の命を受け、担任の事務を処理し、上司を補佐す

る。 

第19条 削除 第19条 削除 

（必要な職員） （必要な職員） 

第20条 法第37条第２項及び同項を準用する法第49条に規定する必要

な職員については、別に定める。 

第20条 法第37条第２項及び同項を準用する法第49条に規定する必要

な職員については、別に定める。 

（事案の決定） （事案の決定） 
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第21条 校長の権限に属する事務及び校長が補助執行をする事務に

係る事案の決定手続等については、委員会が別に定める。 

第21条 校長の権限に属する事務及び校長が補助執行をする事務に

係る事案の決定手続等については、委員会が別に定める。 

（職員会議） （職員会議） 

第22条 小・中学校に、校長がつかさどる校務を補助させるため、職

員会議を置く。 

第22条 小・中学校に、校長がつかさどる校務を補助させるため、職

員会議を置く。 

２ 職員会議は、次に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを

取り扱う。 

２ 職員会議は、次に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを

取り扱う。 

(１) 校長が小・中学校の管理運営に関する方針等を周知すること。 (１) 校長が小・中学校の管理運営に関する方針等を周知すること。 

(２) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員等の意

見を聴くこと。 

(２) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員等の意

見を聴くこと。 

(３) 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。 (３) 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。 

３ 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。 ３ 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。 

４ 前３項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について

必要な事項は、校長が定める。 

４ 前３項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について

必要な事項は、校長が定める。 

（教育課程の編成） （教育課程の編成） 

第23条 小・中学校は、法に掲げる教育目標を達成するために、適正な

教育課程を編成するものとする。 

第23条 小・中学校は、法に掲げる教育目標を達成するために、適正な

教育課程を編成するものとする。 

（教育課程編成の基準） （教育課程編成の基準） 

第24条 小・中学校が、教育課程を編成するに当たっては、学習指導

要領及び委員会が別に定める基準による。 

第24条 小・中学校が、教育課程を編成するに当たっては、学習指導

要領及び委員会が別に定める基準による。 

（教育課程の届出） （教育課程の届出） 

第25条 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の

事項を毎年３月末日までに、委員会に届け出なければならない。 

第25条 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の

事項を毎年３月末日までに、委員会に届け出なければならない。 

(１) 教育目標 (１) 教育目標 

(２) 指導の重点 (２) 指導の重点 

(３) 学年別授業日数及び授業時数の配当 (３) 学年別授業日数及び授業時数の配当 

(４) 学校行事 (４) 学校行事 

（学校評価） （学校評価） 
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第26条 小・中学校は、教育活動その他の学校運営の状況について

自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。 

第26条 小・中学校は、教育活動その他の学校運営の状況について

自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 小・中学校は、学校関係者評価（前項の規定による評価の結果を

踏まえた当該小・中学校の児童又は生徒、保護者その他の関係者

（当該小・中学校の校長及び職員を除く。）による評価をいう。）

を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 小・中学校は、学校関係者評価（前項の規定による評価の結果を

踏まえた当該小・中学校の児童又は生徒、保護者その他の関係者

（当該小・中学校の校長及び職員を除く。）による評価をいう。）

を行い、その結果を公表するものとする。 

３ 小・中学校は、前２項の規定による評価の結果を、委員会に報告

するものとする。 

３ 小・中学校は、前２項の規定による評価の結果を、委員会に報告

するものとする。 

（部活動） （部活動） 

第27条 中学校は、その管理下において、部活動を行う。 第27条 中学校は、その管理下において、部活動を行う。 

２ 中学校は、部活動を推進するために、部活動ごとに顧問教員を置

く。ただし、顧問教員を置くことが困難な場合は、管理顧問教員及び

その他必要な者を置くものとする。 

２ 中学校は、部活動を推進するために、部活動ごとに顧問教員を置

く。ただし、顧問教員を置くことが困難な場合は、管理顧問教員及び

その他必要な者を置くものとする。 

３ 顧問教員は、部活動の管理、運営及び指導を行うものとする。 ３ 顧問教員は、部活動の管理、運営及び指導を行うものとする。 

４ 管理顧問教員は、部活動の管理及び運営を行うものとする。 ４ 管理顧問教員は、部活動の管理及び運営を行うものとする。 

（宿泊を伴う学校行事） （宿泊を伴う学校行事） 

第28条 校長は、修学旅行、夏季施設その他の小・中学校が計画する行

事で宿泊を伴うものについては、委員会が別に定める基準により企

画し、その実施期日の14日前までに、委員会に計画書を届け出、又は

計画書について委員会の承認を受けなければならない。 

第28条 校長は、修学旅行、夏季施設その他の小・中学校が計画する行

事で宿泊を伴うものについては、委員会が別に定める基準により企

画し、その実施期日の14日前までに、委員会に計画書を届け出、又は

計画書について委員会の承認を受けなければならない。 

（教材の使用） （教材の使用） 

第29条 小・中学校は、有益、かつ、適切と認められる教科書以外の

図書その他の教材（以下「教材」という。）を使用し、教育内容の充

実に努めるものとする。 

第29条 小・中学校は、有益、かつ、適切と認められる教科書以外の

図書その他の教材（以下「教材」という。）を使用し、教育内容の充

実に努めるものとする。 

（教材の選定） （教材の選定） 

第30条 小・中学校は、教材を使用する場合、第24条の規定により編

成する教育課程に準拠し、かつ、次の要件を備えるものを選定する

ものとする。 

第30条 小・中学校は、教材を使用する場合、第24条の規定により編

成する教育課程に準拠し、かつ、次の要件を備えるものを選定する

ものとする。 
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(１) 内容が正確、かつ、中正であること。 (１) 内容が正確、かつ、中正であること。 

(２) 学習の進度に即応していること。 (２) 学習の進度に即応していること。 

(３) 表現が正確、かつ、適切であること。 (３) 表現が正確、かつ、適切であること。 

２ 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担

について、特に考慮しなければならない。 

２ 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担

について、特に考慮しなければならない。 

（承認又は届出を要する教材） （承認又は届出を要する教材） 

第31条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材とし

て使用する教科用図書（以下「準教科書」という。）については、

使用開始期日の30日前までに委員会の承認を求めなければならな

い。 

第31条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材とし

て使用する教科用図書（以下「準教科書」という。）については、

使用開始期日の30日前までに委員会の承認を求めなければならな

い。 

２ 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として

次のものを継続使用する場合、使用開始期日の14日前までに、委員

会に届け出なければならない。 

２ 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として

次のものを継続使用する場合、使用開始期日の14日前までに、委員

会に届け出なければならない。 

(１) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他

の参考書 

(１) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他

の参考書 

(２) 学習の課程又は休業日中に使用する各種の学習帳、練習帳、日

記帳の類 

(２) 学習の課程又は休業日中に使用する各種の学習帳、練習帳、日

記帳の類 

（指導要録及び抄本） （指導要録及び抄本） 

第32条 施行規則第24条に規定する指導要録及びその抄本の様式

は、別に定める。 

第32条 施行規則第24条に規定する指導要録及びその抄本の様式

は、別に定める。 

２ 施行規則第24条に規定する指導要録の抄本又は写しの送付は、

児童又は生徒の進学又は転学後30日以内にしなければならない。 

２ 施行規則第24条に規定する指導要録の抄本又は写しの送付は、

児童又は生徒の進学又は転学後30日以内にしなければならない。 

（出席簿） （出席簿） 

第33条 施行規則第25条に規定する出席簿の様式は、別に定める。 第33条 施行規則第25条に規定する出席簿の様式は、別に定める。 

（懲戒） （懲戒） 

第34条 法第11条に規定する懲戒は、訓告、訓戒その他とする。 第34条 法第11条に規定する懲戒は、訓告、訓戒その他とする。 

２ 訓告は校長が行い、訓戒その他の懲戒は教育上必要な範囲内で校

長が定める。 

２ 訓告は校長が行い、訓戒その他の懲戒は教育上必要な範囲内で校

長が定める。 
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改正後 改正前 

（原学年留め置き） （原学年留め置き） 

第35条 小・中学校において、児童又は生徒の平素の成績を評価した

結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定

したときは、校長は、その児童又は生徒を原学年に留め置くことが

できる。 

第35条 小・中学校において、児童又は生徒の平素の成績を評価した

結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定

したときは、校長は、その児童又は生徒を原学年に留め置くことが

できる。 

（出席停止） （出席停止） 

第36条 委員会は、次に掲げる行為の１又は２以上を繰り返し行う

等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める

児童又は生徒があるときは、その保護者に対して児童又は生徒の出

席停止を命ずることができる。 

第36条 委員会は、次に掲げる行為の１又は２以上を繰り返し行う

等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める

児童又は生徒があるときは、その保護者に対して児童又は生徒の出

席停止を命ずることができる。 

(１) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与え

る行為 

(１) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与え

る行為 

(２) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為 (２) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為 

(３) 施設又は設備を損壊する行為 (３) 施設又は設備を損壊する行為 

(４) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為 (４) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為 

２ 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あら

かじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載し

た文書を交付しなければならない。 

２ 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あら

かじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載し

た文書を交付しなければならない。 

３ 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要

な事項は、委員会が別に定める。 

３ 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要

な事項は、委員会が別に定める。 

４ 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期

間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずる

ものとする。 

４ 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期

間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずる

ものとする。 

（卒業証書） （卒業証書） 

第37条 施行規則第58条及び同条を準用する施行規則第79条に規定す

る卒業証書の様式は、別に定める。 

第37条 施行規則第58条及び同条を準用する施行規則第79条に規定す

る卒業証書の様式は、別に定める。 

（表簿） （表簿） 

第38条 小・中学校において備えなければならない表簿は、施行規 第38条 小・中学校において備えなければならない表簿は、施行規
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改正後 改正前 

則第28条及び世田谷区立学校公文書管理規程（令和３年３月世田谷

区教育委員会訓令甲第２号）第40条第１項に規定するもののほか、

次のとおりとする。 

則第28条及び世田谷区立学校公文書管理規程（令和３年３月世田谷

区教育委員会訓令甲第２号）第40条第１項に規定するもののほか、

次のとおりとする。 

(１) 学校沿革誌 (１) 学校沿革誌 

(２) 卒業証書授与台帳 (２) 卒業証書授与台帳 

(３) 旧職員履歴書 (３) 旧職員履歴書 

(４) 辞令交付簿 (４) 辞令交付簿 

(５) 職員の人事に関する書類 (５) 職員の人事に関する書類 

(６) 諸願書届書 (６) 諸願書届書 

(７) 警備日誌 (７) 警備日誌 

(８) 統計資料 (８) 統計資料 

２ 前項各号に掲げる表簿の保存期間については、同項中第１号か

ら第５号までに掲げるものにあっては30年、第６号及び第７号に

掲げるものにあっては５年、第８号に掲げるものにあっては１年

とする。 

２ 前項各号に掲げる表簿の保存期間については、同項中第１号か

ら第５号までに掲げるものにあっては30年、第６号及び第７号に

掲げるものにあっては５年、第８号に掲げるものにあっては１年

とする。 

（教育職員の業務量の適切な管理等） （教育職員の業務量の適切な管理等） 

第39条 委員会は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

（平成７年東京都条例第45号）第４条の２の規定に基づき、同条

例第２条第２項に規定する教育職員（以下「教育職員」という。）

が業務を行う時間（公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等

に関する特別措置法（昭和46年法律第77号）第７条第１項に規定

する指針において定める在校等時間をいう。以下同じ。）から所定

の勤務時間（同法第６条第３項各号に掲げる日（代休日が指定さ

れた日を除く。）以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同

じ。）を除いた時間を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職

員の業務の量の適切な管理を行うものとする。 

第39条 委員会は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

（平成７年東京都条例第45号）第４条の２の規定に基づき、同条

例第２条第２項に規定する教育職員（以下「教育職員」という。）

が業務を行う時間（公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等

に関する特別措置法（昭和46年法律第77号）第７条第１項に規定

する指針において定める在校等時間をいう。以下同じ。）から所定

の勤務時間（同法第６条第３項各号に掲げる日（代休日が指定さ

れた日を除く。）以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同

じ。）を除いた時間を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職

員の業務の量の適切な管理を行うものとする。 

(１) １月について45時間 (１) １月について45時間 

(２) １年について360時間 (２) １年について360時間 
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改正後 改正前 

２ 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒に係る通常予見すること

のできない業務の量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は

突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行う必要があると委員

会が認める場合には、委員会は、教育職員が業務を行う時間から所

定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の範囲内とす

るため、教育職員の業務の量の適切な管理を行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒に係る通常予見すること

のできない業務の量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は

突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行う必要があると委員

会が認める場合には、委員会は、教育職員が業務を行う時間から所

定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の範囲内とす

るため、教育職員の業務の量の適切な管理を行うものとする。 

(１) １月について100時間未満 (１) １月について100時間未満 

(２) １年について720時間 (２) １年について720時間 

(３) １月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１月、２月、

３月、４月及び５月の期間を加えたそれぞれの期間において１月当

たりの平均時間について80時間 

(３) １月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１月、２月、

３月、４月及び５月の期間を加えたそれぞれの期間において１月当

たりの平均時間について80時間 

(４) １年のうち１月において所定の勤務時間以外の時間において

45時間を超えて業務を行う月数について６月 

(４) １年のうち１月において所定の勤務時間以外の時間において

45時間を超えて業務を行う月数について６月 

３ 前２項に定めるもののほか、教育職員の業務の量の適切な管理

その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項に

ついては、委員会が別に定める。 

３ 前２項に定めるもののほか、教育職員の業務の量の適切な管理

その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項に

ついては、委員会が別に定める。 

第４章 雑則 第４章 雑則 

（委任） （委任） 

第40条 この規則の施行について必要な事項は、世田谷区教育委員会

教育長が定める。 

第40条 この規則の施行について必要な事項は、世田谷区教育委員会

教育長が定める。 

付 則 付 則 

１ この規則は、昭和53年10月10日より施行する。 １ この規則は、昭和53年10月10日より施行する。 

２ この規則施行の際、この規則第８条に規定する教務主任、生活指

導主任、保健主任、学年主任及び進路指導主任の職務に相当する職

務を現に校務分掌として校長より命ぜられている者は、昭和54年３

月31日までの間、この規則第７条の規定による教務主任、生活指導

主任、保健主任、学年主任及び進路指導主任に命ぜられたものとみ

なす。 

２ この規則施行の際、この規則第８条に規定する教務主任、生活指

導主任、保健主任、学年主任及び進路指導主任の職務に相当する職

務を現に校務分掌として校長より命ぜられている者は、昭和54年３

月31日までの間、この規則第７条の規定による教務主任、生活指導

主任、保健主任、学年主任及び進路指導主任に命ぜられたものとみ

なす。 
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改正後 改正前 

付 則（昭和59年３月31日世教委規則第２号） 付 則（昭和59年３月31日世教委規則第２号） 

この規則は、昭和59年４月１日から施行する。 この規則は、昭和59年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年３月25日世教委規則第４号） 附 則（平成４年３月25日世教委規則第４号） 

この規則は、平成４年４月１日から施行する。 この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成10年９月24日世教委規則第11号） 附 則（平成10年９月24日世教委規則第11号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第７条及び第

８条の改正規定は、平成11年４月１日から施行する。 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第７条及び第

８条の改正規定は、平成11年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の第６条第３項の規定は、この規則によ

る改正後の世田谷区立学校管理運営規則（以下「新規則」という。）第

11条の２の規定に基づいて世田谷区教育委員会が事案の決定手続等を

別に定めるまでの間、なおその効力を有する。 

２ この規則による改正前の第６条第３項の規定は、この規則によ

る改正後の世田谷区立学校管理運営規則（以下「新規則」という。）第

11条の２の規定に基づいて世田谷区教育委員会が事案の決定手続等を

別に定めるまでの間、なおその効力を有する。 

３ 新規則第９条第１項の規定は、教務主任、生活指導主任、研

究主任及び進路指導主任にあっては平成11年４月１日

以後に行う命免について、保健主任及び学年主任にあ

っては平成12年４月１日以後に行う命免について適用

する。 

３ 新規則第９条第１項の規定は、教務主任、生活指導主任、研

究主任及び進路指導主任にあっては平成11年４月１日

以後に行う命免について、保健主任及び学年主任にあ

っては平成12年４月１日以後に行う命免について適用

する。 

附 則（平成11年３月24日世教委規則第11号） 附 則（平成11年３月24日世教委規則第11号） 

この規則は、平成11年４月１日から施行する。 この規則は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年３月31日世教委規則第６号） 附 則（平成12年３月31日世教委規則第６号） 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成13年９月28日世教委規則第21号） 附 則（平成13年９月28日世教委規則第21号） 

この規則は、平成13年10月１日から施行する。 この規則は、平成13年10月１日から施行する。 

附 則（平成13年12月26日世教委規則第22号） 附 則（平成13年12月26日世教委規則第22号） 

この規則は、平成14年１月11日から施行する。ただし、第21条第

２項の改正規定は、公布の日から施行する。 

この規則は、平成14年１月11日から施行する。ただし、第21条第

２項の改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成14年４月24日世教委規則第16号） 附 則（平成14年４月24日世教委規則第16号） 

この規則は、平成15年４月１日から施行する。 この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年１月28日世教委規則第２号） 附 則（平成17年１月28日世教委規則第２号） 
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改正後 改正前 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月17日世教委規則第８号） 附 則（平成18年３月17日世教委規則第８号） 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年７月27日世教委規則第15号） 附 則（平成19年７月27日世教委規則第15号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。ただし、第23条の

改正規定は、公布の日から施行する。 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。ただし、第23条の

改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年３月14日世教委規則第４号） 附 則（平成20年３月14日世教委規則第４号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年８月15日世教委規則第25号） 附 則（平成20年８月15日世教委規則第25号） 

この規則は、公布の日から施行する。 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成23年３月31日世教委規則第１号） 附 則（平成23年３月31日世教委規則第１号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月30日世教委規則第４号） 附 則（平成24年３月30日世教委規則第４号） 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月28日世教委規則第６号） 附 則（平成26年３月28日世教委規則第６号） 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月27日世教委規則第14号） 附 則（平成27年３月27日世教委規則第14号） 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年11月17日世教委規則第16号） 附 則（平成29年11月17日世教委規則第16号） 

この規則は、公布の日から施行する。 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年１月31日世教委規則第２号） 附 則（令和２年１月31日世教委規則第２号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月24日世教委規則第12号） 附 則（令和２年３月24日世教委規則第12号） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 １ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日から令和２年８月31日までの間におけるこ

の規則による改正後の第39条第２項第３号の規定の適用については、

同号中「５月の期間」とあるのは、「５月の期間（令和２年４月以降の

期間に限る。）」とする。 

２ この規則の施行の日から令和２年８月31日までの間におけるこ

の規則による改正後の第39条第２項第３号の規定の適用については、

同号中「５月の期間」とあるのは、「５月の期間（令和２年４月以降の

期間に限る。）」とする。 
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改正後 改正前 

附 則（令和３年３月29日世教委規則第７号） 附 則（令和３年３月29日世教委規則第７号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年１月27日世教委規則第２号） 附 則（令和５年１月27日世教委規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 この規則は、公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則（令和８年 月 日世教委規則第 号）  

この規則は、令和８年４月１日から施行する。  

別表（省略） 別表（省略） 
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